
①大分県のホームページから
該当ページ移動します。

■申請方法
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②申請先振興局のURLをクリック。
※申請先を間違えないようご注意ください。

■申請方法
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■ログイン

③申請手続フォームに記載している振興局
名が管轄局か確認してください。
振興局名が違う場合は、戻って正しい
手続フォームに入り直す必要があります。

④認証は次の２種類を選べます。
ア“ログインして申請に進む”
イ“メールを認証して申請に進む”

【留意点】
イ“メール認証”の場合、申請した書類
を後で見直したり、書類の訂正等ができ
ません。
ア“ログインして申請に進む”を推奨し
ます。
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■ログイン 「ア“ログインして申請に進む”」の場合

⑤GoogleもしくはLINEアカウントでの
ログインとなります。

【留意点】
・Google、LINEアカウントは、あくまで
有効なメールアドレスであることを確
認するため使用されます。県にアカウ
ントデータは共有されません。

・電子申請システムでは、県が申請を受
付した時や差し戻しをした時、書類の
訂正をした時等に申請者に自動通知さ
れます。そのため、通知を受けたいメ
ールアドレス（職場のメールアドレス
等）に紐付いたアカウントとすること
を推奨します。
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■申請提出

①「利用規約に同意する」を
チェックし申請に進む。
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■申請提出

②「団体名」「担当者名」を入力し
次へ進む。
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③該当する申請・届け出内容を
選択します。

④提出ファイルを添付します。
※ファイル形式はJPG,PDF,Word(docx),Excel
(xlsx),PowerPoint(pptx),ZIPの６種類です。

※添付できるファイル容量は１ファイル１０
MB以下です。

※複数の添付ファイルがある場合は、圧縮
(ZIP）ファイルにして１ファイルとして添
付、もしくはそれぞれのファイルを添付の
どちらでもかまいません。

⑤次に進む

■申請提出
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⑥申請内容を確認し、 修正があれば
「編集する」をクリック。
修正がない、もしくは修正が終わったら
「この内容で申請する」をクリック

■申請提出
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■申請提出

申請手続きは以上となります。
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■申請状況の確認
申請者は利用アカウント（GoogleもしくはLINE）でログインすると申請状況を確認することができます。

①ログイン後、右上のアカウント名
をクリックすると「申請一覧」が表
示されるので選択します。
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■申請状況の確認

現在の状況が表示されます。

未処理：この段階なら申請の取り下げ
が可能です。

処理中：県が申請内容を確認している
ことを示しています。

「処理中」となると申請者側で
は取り下げができません。

差し戻し：申請内容に不備があるとし
て、申請受付不可となった
ことを示しています。
申請者は訂正後再度申請が
できます。

取下げ：申請者が申請を取り下げた事
を示しています。

受付済：県が申請を受け付けたことを
示しています。
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■申請の訂正方法

申請内容に訂正の必要が生じた場合
次の２つのやり方があります。

１．申請を「取下げ」もしくは県に
「差し戻し」をしてもらい、自
分で訂正する。
 対応ステータスが「取下げ」
「差し戻し」の時にできる。

２．県に訂正してもらう。
 対応ステータスが「処理中」の
時にしてもらえる。
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■申請の訂正方法
（１）自分で訂正する

①対応ステータスが「取下
げ」or「差し戻し」に
なっていることを確認

②「詳細を確認する」
をクリック
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■申請の訂正方法
（１）自分で訂正する

③県担当者からのメッセージでど
こを訂正する必要があるか確認。

④訂正後、再度申請する。
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■申請の訂正方法
（２）県が訂正したものを確認する

①対応ステータスが、
「処理中」になって
いることを確認

②「詳細を確認する」
をクリック
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■申請の訂正方法
（２）県が訂正したものを確認する

③「申請内容」をクリック
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■申請の訂正方法
（２）県が訂正したものを確認する

④県が訂正したら「訂正」の黄色表示がつきます。
訂正されたファイルを保存してください。

17



■ヘルプデスク

県では、電子申請にあたり相談窓口を開設していますので、ご不明な点がありましたら電話を
お願いします。

１．電子申請システムに関すること。

（大分県電子申請システム）県民向けヘルプデスク
電 話：097-506-2457
対応時間：土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分

２．森林組合施行細則にかかる電子申請手続きに関すること。

大分県農林水産部林務管理課林業経営支援班
電 話：097-506-3823
メ ー ル：a16050@pref.oita.lg.jp
対応時間：土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分
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